
(1)　利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源泉徴収税額
障害者等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他非課 税分
支 払 金 額

支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

868,766 130,315 44,970 5,485,895 6,399,631 130,315

777,926 116,689 38 599,552 1,377,516 116,689

銀 行 預 金 13,829,266 2,074,390 254,546 1,646,109 15,729,921 2,074,390

銀行以外の金融機関の預金 9,917,540 1,487,631 503,560 4,335,517 14,756,617 1,487,631

勤 務 先 預 金 1,390,293 208,544 1,658 - 1,391,951 208,544

99,940 14,991 3,104 1,154 104,198 14,991

138,146 20,722 - 3,491 141,637 20,722

27,021,877 4,053,282 807,876 12,071,718 39,901,471 4,053,282

953,786 143,068 - 50,588 1,004,374 143,068

195,162 17,737 - - 195,162 17,737

- - - - - -

28,170,825 4,214,087 807,876 12,122,306 41,101,007 4,214,087

調査対象等：　平成23年２月から平成24年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

３－３ 所得種類別課税状況

公社債投資信託の収益の分配等

合　　　　　計非　課　税　分課　　税　　分

区　　　　　分

公 債

社 債

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

預貯金

計

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等

匿名組合契約等に基づく利益の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

小　　　　　計

割 引 債 の 償 還 差 益

熊本国税局
源泉所得税３

（H23）



(2)　配当所得の課税状況

非　課　税　分

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

剰余金の配当、利益の配当、
剰余金の分配、基金利息、
特定投資法人の投資口の配当等

67,405,386 12,935,843 5,495,178 6,607,856 469,743 79,508,420 13,405,586

- - 724,184 684,471 46,777 1,408,655 46,777

源泉徴収選択口座内配当等 - - - 18,460,570 1,287,448 18,460,570 1,287,448

計 67,405,386 12,935,843 6,219,362 25,752,897 1,803,968 99,377,645 14,739,812

調査対象等：  平成23年２月から平成24年１月までに配当等の支払者から提出された「配当等の所得税徴収高計算書」及び「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整
　　　　　　所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

合 計

投資信託（公社債投資信託及び公募公
社債等運用投資信託を除く。）及び特
定受益証券発行信託の収益の分配

区　　　　　分
一　般　課　税　分 特 例 税 率 適 用 分

熊本国税局
源泉所得税３

（H23）



(3)　特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の課税状況

千円 千円

源泉徴収選択口座内保管
上場株式等の譲渡所得等

5,196,758 361,144

調査対象等：　平成23年２月から平成24年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された
　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税
　　　　　　徴収高計算書」等に基づいて作成した。

区　　　　　　　分
源泉徴収選択口座内

調整所得金額等
源　泉　徴　収　税　額

熊本国税局
源泉所得税３

（H23）



(4)　給与所得及び退職所得の課税状況

支　払　金　額 源泉徴収税額 支　払　金　額 源泉徴収税額 支　払　金　額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

俸 給 ・ 給 料 ・ 賞 与 1,399,373,198 43,308,893 5,567,789,235 181,012,476 6,967,162,433 224,321,369

日 雇 労 働 者 の 賃 金 1,921,194 52,582 51,138,538 782,639 53,059,732 835,221

計 1,401,294,392 43,361,475 5,618,927,773 181,795,115 7,020,222,165 225,156,590

129,196,993 1,832,181 104,550,213 3,319,333 233,747,206 5,151,514

- - - 2,236 - 2,236

調査対象等：

用語の説明：

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

１　「官公庁」とは、政府機関、地方公共団体及びこれらの関係機関（所得税法別表第一の第一号に掲げる法人等のうち、公庫、事業団、国立大学法
　人等、国・地方公共団体が全額出資しているもの及び特定独立行政法人をいう。）を集計したものである。

３　「徴収猶予」とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の期間、納期限を延長する、
　いわゆる延納制度とは異なるものである。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

　給与等の支払者から平成24年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び平成23年２月から
平成24年１月までに提出された「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

２　「法定調書」とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌年１月31日までに提出する
　こととなっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば①利子等の支払調書、②配当及び剰余金の分配の支払調書、③報酬、料金、契約金
　及び賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

熊本国税局
源泉所得税３

（H23）



(5)　報酬・料金等所得の課税状況

千円 千円

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演
料 等 の 報 酬 又 は 料 金

8,206,878 869,327

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金 50,785,334 5,516,730

診 療 報 酬 28,823,414 2,486,214

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交
員 等 の 報 酬 又 は 料 金

25,721,666 1,533,343

芸 能 等 に つ い て の 出 演 ・ 演 出 等 の
報 酬 又 は 料 金

1,025,530 115,520

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等
の 報 酬 又 は 料 金

10,525,173 519,065

契 約 金 ・ 賞 金 399,201 39,152

　小　　　　　　　　　計　 125,487,196 11,079,351

3,019,038 129,830

73,536,252 432,656

222 22

202,042,708 11,641,859

- -

調査対象等：  報酬・料金等の支払者から、平成24年４月30日までに提出された「法定調書の合計表
　　　　　　（報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書）」及び平成23年２月から平成24年１月までに
　　　　　　提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

計

法 第 203 条 の ２ 該 当 （ 公 的 年 金 等 ）

源泉徴収税額支　払　金　額

災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

区　　　　　　　　　　分

法 第 174 条 該 当 （ 馬 主 に 支 払 わ れ る 競 馬 の 賞 金 等 ）

法 第 207 条 該 当 （ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ）

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

熊本国税局
源泉所得税３

（H23）



(6)　非居住者等所得の課税状況

千円 千円

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等 5,911 1,036

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託
（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。）及び
特定受益証券発行信託の収益の分配

516,599 47,820

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配 - -

給 与 ・ 賞 与 等 384,690 74,150

退 職 手 当 等 - -

人 的 役 務 の 報 酬 - -

工 業 所 有 権 そ の 他 の 技 術 に 関 す る 権 利 等 の 使 用 料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

303,079 30,968

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価 55,950 6,401

貸 付 金 の 利 子 66,235 6,135

不 動 産 、 採 石 権 の 貸 付 、 租 鉱 権 の 設 定 又 は 航 空 機 、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

260,676 32,967

機 械 等 の 使 用 料 - -

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価 138,010 13,801

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価 216,127 36,017

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 - -

賞 金 - -

合　　　　　計 1,947,277 249,295

調査対象等：  平成23年2月から平成24年１月までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「非居住者・外国法人の所
　　　　　　得についての所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

源泉徴収税額区　　　　　分 支払金額

熊本国税局
源泉所得税３

（H23）


